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１ これまでの経緯 

 

○  本区においては、平成１４年に、他区に先駆けて「目黒区男女が平等に

共同参画する社会づくり条例（＊）」を制定し、性別にかかわらず、すべて

の個人が尊重され、個性と能力を発揮できる社会づくりを目指してきまし

た。また、条例に基づき平成１６年に策定した目黒区男女平等・共同参画

推進計画（現計画は平成２８年度～令和２年度）においては、あらゆる分

野における男女平等・共同参画の推進とともに、人権を尊重する意識の醸

成として「多様な性のあり方への理解促進」を施策の方向の一つとして掲

げ、様々な機会を捉えた啓発の実施等に取り組んでいるところです。 

 

○  この間、都は、平成３０年１０月に「東京都オリンピック憲章にうたわ

れる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定し、性的指向及び性自認

を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、差別解消の取組の推進につい

て区市町村と協力することなどを定めました。 

 

○  本区の状況では、平成３０年１０月に実施した「目黒区人権に関する意

識調査」によると、性的マイノリティに関する差別について「多く存在す

る」「ある程度存在する」と考える区民の割合は８３．５％あり、必要な取

組については、「正しい理解を深めるための教育・啓発活動を進める」との

回答が最も多く５６．４％あったことからも、その差別解消に向けた一層

の取組の必要性が認められます。 

 

○  ついては、意識調査の結果や、理解促進に向けた社会的機運の高まりを

捉え、広く性の多様性が尊重される社会の実現に向けた取組を、区の施策

としてより明確に位置付けるため、条例の改正に着手することとしました。 

 

○  骨子の策定に当たっては、目黒区男女平等・共同参画審議会に条例の改

正の基本的な考え方について諮問を行い、答申をいただくとともに、他自

治体の状況等も参考としながら、本区の関係部課長で構成する「人権・男

女平等多様性推進担当者会議」において検討を行いました。 
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＊「目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例」とは（全文はＰ5～） 

  

○「５つの基本理念」のもと、目黒区、事業者、区民（区内に住み、働き、

学ぶすべての個人）が共に社会づくりを推進することを定めています。 

 ①【個人の人権の尊重】個人の人権を尊重し、性別による差別的な取

扱いを受けない社会を実現する。 

②【家庭生活と社会生活の両立と責任の分かち合い】固定的な性別役

割分担に基づく社会制度や慣行が解消され、男女が共に個性や能力

を発揮し、家庭生活と社会生活の両立ができるよう、対等に責任を

分かち合う。 

③【家庭・職場・地域における意思決定や政策決定の過程への参画】

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思で家庭、職場、地域

において、意思決定や政策決定の過程に平等に共同参画する。 

④【教育の場における男女平等・共同参画の推進】 

⑤【権利の保有】区民は、国籍、性別、年齢にかかわらず、条例に定 

める権利を有する。 

 

＜目黒区は＞ 

男女が平等に共同参画する社会づくりの推進を主要な政策と位置

づけ、施策を策定し、総合的・計画的に進めます。 

→「目黒区男女平等・共同参画推進計画」を定めて、様々な推進

施策（※Ｐ４の２（３）へ）を実施します。 

＜事業者は＞ 

         男女が平等に共同参画する社会づくりの理解と認識を深め、区が

行う施策に協力し、事業活動に当たって推進に努めます。 

＜区民は＞ 

         男女が平等に共同参画する社会づくりの理解と認識を深め、区が

行う施策に協力し、推進に主体的に努めます。 

 

○社会づくりを推進するための２つの機関を設置することを定めています。 

＜目黒区男女平等・共同参画審議会＞ 

区長の諮問に応じ重要な事項を調査・審議したり、推進計画に基づき

実施する区の事業の進捗状況の評価等を行ったりします。 

＜目黒区男女平等・共同参画オンブーズ＞（苦情処理機関） 

区が行う施策において条例の目指す社会づくりの推進を阻害する事

項があった場合や、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害にあっ

た場合など、区民からの相談や申出を受け、対処します。 

 

基

本

理

念 

※Ｐ３の２（２）へ 
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２ 改正骨子（基本的考え方） 

【趣旨】条例の目指す社会づくりに「性の多様性の尊重」の理念を盛り込むこ

とで、「男女平等・共同参画の推進」と「性の多様性の尊重」を施策の柱と

して、目黒区男女平等・共同参画審議会による調査・審議や、目黒区男女平

等・共同参画オンブーズによる人権侵害事案への対処等を行いながら、誰も

がそれぞれの個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生きていくことのでき

る社会の実現に向けて一層の取組を進めます。 

 

(1) 条例の名称 

条例の内容を分かりやすく表すため、次のとおり改めます。 

  

   「目黒区男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり条例」 

 

(2) 基本理念 

条例の目指す社会づくりの基本となる考え方である「基本理念」につい

て、「性の多様性の尊重」の視点を盛り込むため、次のとおり改めます。 

 

○現行の基本理念の「性別による差別的な取扱いを受けない社会の実現」

について、「性的指向及び性自認（※）による差別的な取扱いを受けない」

ことを加えます。        （→Ｐ２基本理念①個人の人権の尊重） 

○新たな基本理念の一つとして、「多様な性的指向及び性自認（※）のあり

方が尊重され、誰もが自分らしい生き方を選択できる」ことを加えます。 

（「性の多様性の尊重」の追加） 

○現行の基本理念の「教育の場において男女の平等な共同参画を推進する」

について、「教育の場において性の多様性を尊重する」ことを加えます。 

     （→Ｐ２基本理念④教育の場における男女平等・共同参画の推進） 

○現行の基本理念の「国籍、性別、年齢にかかわらず条例に定める権利を

有する」について、「性的指向及び性自認（※）にかかわらず条例に定め

る権利を有する」ことを加えます。 

                  （→Ｐ２基本理念⑤権利の保有） 

※「性的指向」とは、自己の恋愛又は性愛の対象となる性別について  

の指向のことをいいます。 

※「性自認」とは、自己の性別についての認識のことをいいます。 
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 (3) 区が行う推進施策 

（2）の基本理念を具体的な取組の実施につなげるため、区が行う推進施

策を次のとおり改めます。 

 

○現行の推進施策の「性別による差別的な取扱いの根絶に向けた施策」に

ついて、「性的指向及び性自認による差別的な取扱いの根絶に向けた施

策」を加えます。 

○新たな推進施策の一つとして「性的指向及び性自認に起因する日常生活

の困難さ等の解消に向けた施策」を加えます。 

○現行の推進施策の「セクシュアル・ハラスメントの根絶に向けた施策」

について、「性的指向及び性自認に関する偏見等に基づく言動もセクシ

ュアル・ハラスメントに該当する」ことを明記します。 
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目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例 

 

平成１４年３月 

目黒区条例第１号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 基本的施策（第８条―第１２条） 

第３章 目黒区男女平等・共同参画審議会（第１３条―第２０条） 

第４章 目黒区男女平等・共同参画オンブーズ（第２１条―第３０条） 

第５章 雑則（第３１条） 

付則 

 

基本的人権と法の下の平等は、日本国憲法がすべての人に保障する権利である。人権と平

和の尊重は目黒区の基本理念でもあり、その実現のために男女が平等に参画する社会づくり

の推進を施策の基本方針としている。 

これまでも、目黒区は、男女平等の実現に向けて先進的な取組を行ってきたが、いまだな

お、固定的な役割分担意識や社会的な慣行、性別による差別的な取扱いは解消されておらず、

一層の積極的な取組が求められている。 

目黒区が、既に少子高齢社会が進行している都市として、将来にわたり豊かで活力のある

地域社会であるために、男女が個人として尊重され、共に責任を分かち合うとともに、自ら

の意思によって、その能力を発揮し、家庭、地域、職場などあらゆる分野において共同参画

する社会を形成することが重要である。 

目黒区、事業者及び区民は、男女が平等に共同参画する社会について理解と認識を深め、

その実現のために協働していかなければならない。 

私たちはここに、国や国際社会とも呼応し、男女が平等で、あらゆる分野に共同参画し、

すべての人々の人権が尊重される豊かな地域社会を実現することを決意し、この条例を制定

する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女が平等に共同参画する社会づくりの推進に関し、その基本理念を

定め、目黒区（以下「区」という。）、事業者及び区民の責務を明らかにし、区の施策の基

本的事項を定めることにより、男女が平等に共同参画する社会づくりを総合的かつ計画的

に推進し、もって区民一人一人の人権が尊重され、性別による差別のない、真に男女が平

参考 現行条例 
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等に共同参画することのできる豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 男女が平等に共同参画する社会づくり 男女が、性別により差別的な取扱いを受けるこ

となく、個人として尊重され、個性と能力を発揮し、社会の対等な構成員として、自らの

意思によって家庭、地域、職場などあらゆる分野における活動に共同参画し、かつ、責任

を分かち合う社会を形成することをいう。 

(2) 事業者 営利、非営利等の別にかかわらず、区の区域内（以下「区内」という。）におい

て事業活動を行うすべての個人、法人及び団体をいう。 

(3) 区民 区内に住み、若しくは勤務し、又は区内で学ぶすべての個人をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女が平等に共同参画する社会づくりは、次の基本理念にのっとり、その推進が図

られなければならない。 

(1) 男女の個人としての人権が尊重され、性別により直接的、間接的に差別的な取扱いを受

けない社会を実現すること。 

(2) 固定的な性別役割分担に基づく社会制度や慣行が解消され、男女が性別にかかわらず、

個人の個性や能力を発揮し、その意欲や希望に沿って家庭生活と社会生活の両立ができる

よう、その責任を対等に分かち合うこと。 

(3) 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、地域において、意

思決定及び政策決定の過程に平等に共同参画すること。 

(4) 教育の場において男女の平等な共同参画を推進すること。 

(5) 区民は、国籍、性別、年齢にかかわらず、この条例に定める権利を有すること。 

（区の責務） 

第４条 区は、基本理念にのっとり、男女が平等に共同参画する社会づくりの推進を主要な

政策と位置付け、施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 区は、国及び他の地方公共団体と連携して、男女が平等に共同参画する社会づくりを推

進するものとする。 

３ 区は、男女が平等に共同参画する社会づくりを推進するための施策を総合的かつ計画的

に推進するために、必要な体制の整備及び財政上の措置を講ずるものとする。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が平等に共同参画する社会づくりについての

理解と認識を深め、区が行う施策に協力するとともに、事業活動を行うに当たり、男女が

平等に共同参画する社会づくりの推進に努めるものとする。 

（区民の責務） 

第６条 区民は、基本理念にのっとり、男女が平等に共同参画する社会づくりについての理

解と認識を深め、区が行う施策に協力するとともに、男女が平等に共同参画する社会づく
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りの推進に主体的に努めるものとする。 

（区、事業者及び区民の協働） 

第７条 区、事業者及び区民は、男女が平等に共同参画する社会づくりを協働して推進する

ものとする。 

 

第２章 基本的施策 

（推進計画） 

第８条 区長は、男女が平等に共同参画する社会づくりを総合的かつ計画的に推進するため、

男女平等・共同参画推進計画（以下「推進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 推進計画は、男女が平等に共同参画する社会づくりを推進するための目標、施策の方向、

行動指針その他重要な事項について定めるものとする。 

３ 推進計画は、必要に応じて見直すものとする。 

４ 区長は、推進計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとし、事業者及び

区民の理解と協力を得るよう努めなければならない。 

５ 区長は、推進計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ目黒区男女平等・共同参画

審議会の意見を聴かなければならない。 

６ 区長は、推進計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ事業者及び区民の意見を反

映させるために適切な措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第９条 区長は、毎年、推進計画及び男女が平等に共同参画する社会づくりの推進に関する

施策の進ちょく状況を目黒区男女平等・共同参画審議会に報告し、その意見を付けて、こ

れを公表するものとする。 

（推進施策） 

第１０条 区は、男女が平等に共同参画する社会づくりを推進するため、次に掲げる施策を

行うものとする。 

(1) 区民、事業者、区の職員、教員等に対する意識啓発に関する施策 

(2) あらゆる教育及び学習の場における男女の平等と共同参画についての理解と認識を普及

促進するための施策 

(3) 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重される施策 

(4) 男女間及び家庭内のあらゆる暴力の根絶に向けた施策 

(5) 職場、学校、地域社会における性別による固定的な役割分担や差別的な取扱いの根絶に

向けた施策 

(6) セクシュアル・ハラスメント（性的な言動によって、その言動を受けた個人の生活環境

を害したり、その言動を受けた個人の対応により不利益を与えたりすることをいう。）の根

絶に向けた施策 

(7) 男女が共に家庭生活と職業生活を両立するための施策 

(8) 少子高齢社会に対応した男女の平等な共同参画を推進するための施策 
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(9) 政策決定及びあらゆる場の意思決定の過程における男女の平等な共同参画を推進するた

めの施策 

(10) 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての格差を是正する積極的な

措置を推進するための施策 

(11) メディア・リテラシー（多様な情報伝達媒体からの情報を能動的に解釈し、批判する能

力及び表現方法としてこれらを利用して発信する能力をいう。）を育成する施策 

(12) 前各号に掲げるもののほか、男女が平等に共同参画する社会づくりを推進するために

必要な施策 

（拠点施設） 

第１１条 区は、基本理念を実現するため、必要な調査研究、情報の収集等を行い、区民等

が活動するための拠点施設を整備する。 

（付属機関等の委員） 

第１２条 区の付属機関等の委員の構成は、男女別の委員の数が均衡するよう努めなければ

ならない。 

 

第３章 目黒区男女平等・共同参画審議会 

（設置） 

第１３条 男女が平等に共同参画する社会づくりを推進するための施策を総合的かつ計画的

に推進するため、区長の付属機関として目黒区男女平等・共同参画審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第１４条 審議会は、推進計画に係る男女が平等に共同参画する社会づくりの推進に関する

施策について調査、企画、立案等を行い、区長に意見を述べることができる。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、推進計画の評価、改定その他の重要事項について調査及

び審議を行う。 

３ 審議会は、目黒区男女平等・共同参画オンブーズの求めに応じて調査及び審議を行い、

区長に意見を述べることができる。 

４ 審議会は、必要に応じて男女が平等に共同参画する社会づくりの推進に関して、区長に

意見を述べることができる。 

（組織） 

第１５条 審議会は、区長が委嘱する委員１５人以内をもって組織し、男女いずれか一方の

委員の数は、委員の総数の１０分の６を超えてはならない。 

（任期） 

第１６条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第１７条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選により定める。 
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２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第１８条 審議会は、会長が招集する。 

（定足数及び表決数） 

第１９条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

（関係機関等への協力要請） 

第２０条 審議会は、必要に応じて、関係機関、事業者その他委員以外の者に対し、審議会

の会議への出席、説明、意見又は資料の提出を求めることができる。 

 

第４章 目黒区男女平等・共同参画オンブーズ 

（設置） 

第２１条 区長は、区民からの男女が平等に共同参画する社会づくりの推進を阻害する事項

についての申出又は当該阻害する事項を起因とした人権の侵害等についての救済の申出等

を、適切かつ迅速に処理するため、目黒区男女平等・共同参画オンブーズ（以下「オンブ

ーズ」という。）を置く。 

（申出の範囲） 

第２２条 区民がオンブーズに申出ができる事項の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 区又は区が出資する法人等で区長が定めるものが行う施策で、男女が平等に共同参画す

る社会づくりの推進を阻害する事項又は阻害するおそれのある事項 

(2) 男女が平等に共同参画する社会づくりの推進を阻害する事項を起因とした人権を侵害す

る事項又は侵害するおそれのある事項 

(3) その他男女が平等に共同参画する社会づくりの推進を阻害する事項 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、申出をすることができない。 

(1) 裁判所において係争中であるか、又は判決等のあった事項 

(2) 法令の規定により、不服申立て中であるか、又は裁決等のあった事項 

(3) 区議会等に請願、陳情等を行っている事項 

(4) オンブーズの行為に関する事項 

（所掌事項） 

第２３条 オンブーズは、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 前条第１項の規定による申出に係る審査 

(2) 前条第１項第１号の規定による申出に基づく関係機関等に対する資料の提出、説明等の

要求及び必要な是正の勧告、意見の表明等 

(3) 前条第１項第２号又は第３号の規定による申出に基づく関係者等に対する事情の聴取、

資料の提出等の要請並びに必要な助言、指導、是正の要請及び意見の表明 
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(4) 前条第１項の規定による申出のうち、区の男女が平等に共同参画する社会づくりの推進

に重大な影響を及ぼす等の事項に係る審議会への調査及び審議の要求 

（職務の遂行） 

第２４条 オンブーズは、独立してその職務を行う。 

２ オンブーズは、前条に規定する是正の勧告又は要請、意見の表明及び前条第４号の規定

による要求を行うときは、合議によりその決定を行う。 

３ 前項の場合において、議事に直接の利害関係を有するオンブーズは、その議事に加わる

ことができない。 

４ オンブーズは、前条第４号の規定による要求を行う際には、申出者の同意を得るものと

し、必要な意見を付けることができる。 

（定数等） 

第２５条 オンブーズは、３人以内とし、男女が平等に共同参画する社会づくりの推進に深

い理解と識見を有する者のうちから区長が委嘱する。 

（任期） 

第２６条 オンブーズの任期は２年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

（解嘱） 

第２７条 区長は、オンブーズが心身の故障により職務の遂行に堪えないと認めるとき又は

オンブーズとして著しくふさわしくない行為があると認めるときは、これを解嘱すること

ができる。 

２ オンブーズは、任期の満了又は前項に定める場合以外は、その意に反して解嘱されない。 

（守秘義務） 

第２８条 オンブーズは、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

（報酬の額） 

第２９条 オンブーズの報酬の額については、目黒区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償

に関する条例（昭和３１年１２月目黒区条例第２７号）第２条の規定にかかわらず、目黒

区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１２月目黒区条例第２８号）

別表に定める日額の限度額のうち特に高度な知識、経験又は資格を要する業務に従事する

者について定められた額の範囲内で区長が定める額とする。 

（オンブーズへの協力義務等） 

第３０条 区及び区が出資する法人等で区長が定めるものは、オンブーズの職務の遂行に関

し、その独立性を尊重するとともに、オンブーズから出頭、説明、意見又は資料の提出を

求められたときは、協力しなければならない。 

２ 事業者及び区民は、オンブーズの職務の遂行に協力するよう努めなければならない。 

 

第５章 雑則 
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（委任） 

第３１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４章の規定は、規則で定める日から施行す

る。（平成１４年規則第５７号で、平成１４年５月２０日から施行） 

 

 


